
発達障害早期支援事業の流れ 

 

宮城県教育庁特別支援教育課 

１ 目的 

  発達障害のある幼児を早期に発見し，必要な合理的配慮を適切に実施できるシステムの構築を目指

し，幼稚園，保育所，認定保育園（以下「幼稚園等」という。）における相談活動の充実を図るため，

モデル地域を設定の上，県立特別支援学校コーディネーターによる巡回相談及び外部専門家派遣を実

施する。 

 

Ａ 巡回相談を申し込む（１ケース２回） 

 

 

 

様式１ 

（※原本は特別支援学校で保管）       巡回相談について依頼 

 

                          調整結果 

 

調整 

 

 

 

※相談終了後，相談記録を特別支援教育課に提出 

 

 

Ｂ 外部専門家派遣（１市町村１回想定） 

 

※外部専門家派遣終了後，報告書提出（様式任意：２か月以内） 

 

 

様式２・３          特別支援教育課へ連絡 

（※原本は特別支援教育課で保管）     （様式２・３原本提出） 

 

                          調整結果 

 

調整・専門家派遣                    報告書 

                           原本は課 
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が同席できるように

努める 
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